
JP 5969847 B2 2016.8.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体画像を取得する撮像部と、
　前記被写体画像を表示する表示部と、
　接続された外部機器から、少なくとも前記外部機器の大きさに関するデータを取得する
とともに、前記外部機器を判定する接続機器判定部と、
　前記取得された外部機器の大きさに関するデータに加え、前記表示部の表示面の一部を
遮蔽する関係になる前記外部機器と前記表示部との位置関係を取得し、前記表示部の表示
領域のうち前記外部機器によって遮られない有効表示範囲を判定する領域判定部と、
　前記有効表示範囲に前記被写体画像を表示させる表示制御部と、
　を具備する撮像装置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記撮像部に対して移動可能であり、
　前記表示部の位置又は姿勢を取得する表示部状態判定部をさらに具備し、
　前記領域判定部は、前記撮像装置の基準位置、前記表示部の表示領域の位置及び大きさ
に関する値、並びに、前記外部機器から取得された当該外部機器の装着位置及び当該外部
機器の大きさに関する値に基づいて、前記有効表示範囲を判定する、
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記表示部の前記有効表示範囲の複数の位置に複数の前記被写体画
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像を表示させる、請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記表示部の向きが自分撮りを行う向きにされている場合に、被撮
影者の視線を誘導する表示を、前記表示部の前記有効表示範囲の前記被写体画像を表示す
る位置とは異なる位置に表示させる、請求項１乃至３のうち何れか１項に記載の撮像装置
。
【請求項５】
　接眼表示部をさらに具備し、
　前記表示制御部は、前記有効表示範囲に応じて前記被写体画像を前記接眼表示部に表示
させる、
　請求項１乃至４のうち何れか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　撮影姿勢に係る撮影状態を判定する撮影状態判定部をさらに具備し、
　前記領域判定部は、所定の撮影状態であると判定された場合に、前記有効表示範囲を判
定する、
　請求項１に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、カメラには、外付けのストロボやファインダや通信機器など、種々の外部接続
機器が接続されることがある。一方で、例えば特許文献１には、自分撮りをするために、
撮像部や表示部が回動する撮像装置に係る技術が開示されている。このように、外部接続
機器やカメラ本体の各部と表示部とは、様々な位置関係を取り得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－８０１８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　カメラ本体に接続された外部接続機器やカメラ本体の各部とカメラ本体に設けられた表
示部との位置関係によっては、撮影者から見て表示部が外部接続機器やカメラ本体の一部
によって隠されて、撮影者にとって表示部の視認性が悪くなることがある。
【０００５】
　そこで本発明は、表示部の視認性が確保される撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を果たすため、本発明の一態様によれば、撮像装置は、被写体画像を取得する
撮像部と、前記被写体画像を表示する表示部と、接続された外部機器から、少なくとも前
記外部機器の大きさに関するデータを取得するとともに、前記外部機器を判定する接続機
器判定部と、前記取得された外部機器の大きさに関するデータに加え、前記表示部の表示
面の一部を遮蔽する関係になる前記外部機器と前記表示部との位置関係を取得し、前記表
示部の表示領域のうち前記外部機器によって遮られない有効表示範囲を判定する領域判定
部と、前記有効表示範囲に前記被写体画像を表示させる表示制御部とを具備する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、表示部の視認性が確保される撮像装置を提供できる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態に係るデジタルカメラの構成例の概略を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態に係るデジタルカメラの動作例を示すフローチャート。
【図３】第１の実施形態に係るデジタルカメラの使用例を説明するための図。
【図４】第１の実施形態に係るデジタルカメラの使用例を説明するための図。
【図５】第１の実施形態に係るデジタルカメラの使用例を説明するための図。
【図６】第１の実施形態に係るデジタルカメラの有効表示範囲の算出方法の一例を説明す
るための図。
【図７】第１の実施形態に係るデジタルカメラの表示の一例を説明するための図。
【図８】第１の実施形態に係るカメラ本体とアクセサリとが有する情報の一例を説明する
ための図。
【図９】第１の実施形態に係るデジタルカメラに用いられるアクセサリの一例を説明する
ための図。
【図１０】第１の実施形態の変形例に係る背面判定処理の一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［第１の実施形態］
　本発明の第１の実施形態について図面を参照して説明する。本実施形態に係る撮像装置
としてのデジタルカメラ１の概略を図１に示す。デジタルカメラ１は、例えば、レンズ交
換式のカメラである。ただし、レンズ交換式に限る必要はなく、レンズが固定されたカメ
ラにも本実施形態に係る技術は適用され得る。
【００１０】
　レンズ交換式のデジタルカメラ１は、カメラ本体１０と、レンズ２０と、ファインダ部
３０とを有する。ユーザは、カメラ本体１０に好みのレンズ２０を取り付けて撮影を行う
。レンズ２０は、被写体像を後述するカメラ本体１０に設けられた撮像素子１２に導く。
ここでは、レンズ２０は、ズームレンズであるものとして説明を行う。レンズ２０は、レ
ンズ光学系２６を有する。レンズ光学系２６には、ズーム部２６ａと、ピント部２６ｂと
、絞り部２６ｃとが設けられている。ズーム部２６ａは、複数のレンズ要素の位置を移動
させてズーム機能を実現する。ピント部２６ｂは、ピント合わせ用レンズを移動させて、
被写体像を撮像素子１２に合焦させる。絞り部２６ｃは、絞りの開閉動作をすることで、
撮像素子１２に導かれる光の量を調整する。
【００１１】
　レンズ２０は、ズーム部２６ａ、ピント部２６ｂ、絞り部２６ｃ等の動作を制御する制
御部２１を有する。また、レンズ２０は、ズーム部２６ａ内の各要素の位置を検出する位
置検出部２５ａと、ピント部２６ｂ内の各要素の位置を検出する位置検出部２５ｂと、絞
り部２６ｃ内の各要素の位置を検出する位置検出部２５ｃとを有する。また、レンズ２０
は、ズーム部２６ａ内のモータ等を駆動する駆動部２４ａと、ピント部２６ｂ内のモータ
等を駆動する駆動部２４ｂと、絞り部２６ｃ内のモータ等を駆動する駆動部２４ｃとを有
する。また、レンズ２０は、レンズ特性や制御データやプログラム等を記録している記憶
部２７を有する。また、記憶部２７には、レンズの大きさに係る情報も記録されている。
さらにレンズ２０は、カメラ本体１０と通信するための本体通信部２２とを有する。
【００１２】
　制御部２１は、記憶部２７に記録された制御データやプログラム、本体通信部２２を介
して取得された各種制御パラメータに基づき、位置検出部２５ａの出力を利用して、駆動
部２４ａを動作させ、ズーム部２６ａを駆動する。また、制御部２１は、記憶部２７に記
録された制御データやプログラム、本体通信部２２を介して取得された各種制御パラメー
タに基づき、位置検出部２５ｂの出力を利用して、駆動部２４ｂを動作させ、ピント部２
６ｂを駆動する。また、制御部２１は、記憶部２７に記録された制御データやプログラム
、本体通信部２２を介して取得された各種制御パラメータに基づき、位置検出部２５ｃの
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出力を利用して、駆動部２４ｃを動作させ、絞り部２６ｃを駆動する。
【００１３】
　また、レンズ２０は、操作部２３ａ及び操作部２３ｂを有する。操作部２３ａ及び操作
部２３ｂは、ズーム部２６ａ、ピント部２６ｂ、絞り部２６ｃ等の動作を入力するための
操作部である。ユーザは、操作部２３ａ及び操作部２３ｂを操作することで、ズーム部２
６ａ、ピント部２６ｂ、絞り部２６ｃ等の動作を調整することができる。例えば操作部２
３ａ及び操作部２３ｂは、鏡筒に沿って回動するリング部を有している。リング部は、シ
フト操作も可能である。例えば、回転動作が操作部２３ａの入力に対応し、シフト動作が
操作部２３ｂの入力に対応する。なお、操作部２３ａ及び操作部２３ｂは、操作スイッチ
などでもよい。
【００１４】
　例えばズームリングである操作部２３ａは、ズーム部２６ａとギアやカムを用いて機械
的には連携していない。本実施形態のレンズ２０では、操作部２３ａの操作に応じて、例
えば小型アクチュエータやメカトロニクス技術を用いた駆動部２４ａの機構によって、ズ
ーム部２６ａが駆動される。
【００１５】
　一方、カメラ本体１０は、各種信号を処理し、カメラ本体１０の各部を制御する信号処
理制御部１１を有する。信号処理制御部１１は、例えば集積回路で構成される。この信号
処理制御部１１には、後述するように例えば画像の表示や記録に必要な画像処理が可能な
信号処理部１１ａが設けられている。
【００１６】
　カメラ本体１０は、撮像素子１２を有する。撮像素子１２は、撮像動作をする。すなわ
ち、撮像素子１２は、レンズ２０から入射した被写体像を電気信号に変換し、画像信号を
生成する。撮像素子１２は、生成した画像信号を信号処理制御部１１に出力する。レンズ
光学系２６と撮像素子１２とによって、撮像部２９として機能する部位を形成する。
【００１７】
　カメラ本体１０は、例えばその背面に表示パネル１８を有している。表示パネル１８は
、ヒンジ１８ｃでカメラ本体１０と接続されており、ヒンジ１８ｃを軸として、カメラ本
体１０に対して位置及び姿勢を変化させ得る。ヒンジ１８ｃには、例えばエンコーダとい
った表示パネル１８の位置及び姿勢を検出するための機構が設けられている。例えばエン
コーダからは、ヒンジ１８ｃの回転角度に係る情報が信号処理制御部１１内の表示部状態
判定部１１ｄに出力される。表示パネル１８は、画像を表示する表示部１８ａを有する。
表示部１８ａは、例えば液晶表示パネルを含む。表示部１８ａには、有機ＥＬパネル等、
他の表示用デバイスが用いられてもよい。
【００１８】
　表示パネル１８の表示部１８ａ上には、タッチパネル１８ｂが設けられている。タッチ
パネル１８ｂはユーザの指示の入力を受け取る。ユーザは、例えば表示部１８ａに表示さ
れたアイコンに対応する位置を触れることにより、デジタルカメラ１の操作を行うことが
できる。例えばタッチパネル１８ｂは、注目被写体の入力や、ズーム動作の入力や、露光
の調整の入力にも用いられ得る。ユーザによってタッチされたことによりタッチパネル１
８ｂが発生する信号は、信号処理制御部１１内のタッチ判定部１１ｅに出力され、その信
号はまずタッチ判定部１１ｅで処理される。
【００１９】
　また、カメラ本体１０は、電子ビューファインダ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｖｉｅｗ　
Ｆｉｎｄｅｒ；ＥＶＦ）等のファインダ部３０が取り付けられるように構成されている。
ここで、ファインダ部３０は、接眼表示部３１と本体通信部３２と、接眼センサ３３とを
有している。一方、カメラ本体１０は、ファインダ通信部１５ｂを有している。ファイン
ダ部３０の本体通信部３２とカメラ本体１０のファインダ通信部１５ｂとは、接続されて
通信を行う。接眼表示部３１は、小型の液晶パネル又は有機ＥＬパネル等を有している。
ファインダ部３０は、表示画像を専用の光学系で拡大してユーザに目視可能にさせるもの
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である。接眼センサ３３は、接眼表示部３１がユーザによって覗かれているか否かに係る
情報を信号処理制御部１１に出力する。表示部１８ａ及び接眼表示部３１は、信号処理制
御部１１内の表示制御部１１ｂの制御下で動作する。
【００２０】
　ファインダ部３０によれば、ユーザは、ファインダ部３０を覗き込む形で観察できるの
で、外光の影響を受けずに画像を観察できる。さらに、ファインダ部３０は、専用の光学
系の調整によって、ユーザの視度に合わせた視度調整ができるように構成されている。こ
の視度調整により、ユーザは、自身の視力に関わらず良好な画像の観察を行うことができ
る。また、ファインダ部３０によれば、ユーザはカメラ本体１０を顔の近くに位置させる
ことで、デジタルカメラ１を安定して構えることができる。本実施形態では、ファインダ
部３０は、カメラ本体１０から取り外し可能であるものとして説明するが、カメラ本体１
０に対して固定されていてもよい。
【００２１】
　カメラ本体１０には、スイッチ等、ユーザの様々な操作による入力を受け取る操作部１
６が設けられている。操作部１６は、ユーザの右手の人差し指が配置される位置に設けら
れたレリーズスイッチを含む。また、操作部１６は、シャッタースピード、絞り、露出補
正、感度設定、ピント位置等の撮影パラメータの変更が入力されるスイッチやダイヤルや
十字キー等を含む。
【００２２】
　カメラ本体１０は、第１の記憶部１４ａと第２の記憶部１４ｂとを有する。第１の記憶
部１４ａは、例えばＲＯＭであり、例えば信号処理制御部１１による制御に用いるプログ
ラム等を記憶している。また、第１の記憶部１４ａには、表示部１８ａの大きさを含むカ
メラ本体１０の各部の大きさに係る情報などが記憶されている。第２の記憶部１４ｂは、
例えばＲＡＭであり、例えば信号処理制御部１１による処理結果を一時的に記憶する。さ
らに、カメラ本体１０には、撮影して生成された画像データを記録するための記録部１７
が設けられている。この記録部１７は、一般的な記録媒体として、カメラ本体１０に対し
て取り外し可能に接続されている。
【００２３】
　また、カメラ本体１０は、内臓ストロボ１３を有する。例えば内臓ストロボ１３は、使
用されないときはカメラ本体１０に収納され、使用されるときにはカメラ本体１０から突
出するように構成されている。さらにカメラ本体１０には、例えば外付けストロボといっ
た種々のアクセサリ（外部接続機器）４０が接続されるようになっており、アクセサリ４
０と通信するためのアクセサリ通信部１９が設けられている。アクセサリ４０には、記憶
部４９が設けられており、アクセサリ４０のサイズを含むアクセサリ４０に係る各種情報
が記憶されている。
【００２４】
　また、カメラ本体１０は、レンズ２０の本体通信部２２と通信するためのレンズ通信部
１５ａを有する。カメラ本体１０からレンズ２０へのレンズ２０の動作の指示や、レンズ
２０からカメラ本体１０へのレンズ２０の状態に係る情報の転送等は、レンズ通信部１５
ａと本体通信部２２とを介して行われる。また、カメラ本体１０は、撮影した画像に撮影
日時のデータを付加する等のため、時計１１ｈを有する。
【００２５】
　信号処理制御部１１は、第１の記憶部１４ａに記憶されたプログラムに従って動作する
。信号処理制御部１１には、信号処理部１１ａ、表示制御部１１ｂ、接続機器判定部１１
ｃ、表示部状態判定部１１ｄ、タッチ判定部１１ｅ、領域判定部１１ｆが設けられている
。信号処理制御部１１内の信号処理部１１ａは、ユーザが表示部１８ａや接眼表示部３１
を見ながら撮影できるように、撮像素子１２から入力された画像信号に基づいてプレビュ
ー画像を作成する。また、信号処理部１１ａは、例えば操作部１６からの入力に応じて、
撮影時には撮像素子１２から入力された画像信号に基づいて記録画像を作成し、この記録
画像を記録部１７に記録させる。



(6) JP 5969847 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

【００２６】
　信号処理制御部１１内の表示制御部１１ｂは、信号処理部１１ａが作成したプレビュー
画像やその他の画像を、表示部１８ａや接眼表示部３１に表示させる。この際、後述の領
域判定部１１ｆが判定した有効表示範囲に各種画像を表示させるように制御する。信号処
理制御部１１内の接続機器判定部１１ｃは、アクセサリ通信部１９を介してカメラ本体１
０に接続されたアクセサリの大きさ等各種情報を取得する。また、接続機器判定部１１ｃ
は、レンズ通信部１５ａを介してレンズ２０の大きさ等の情報も取得する。
【００２７】
　信号処理制御部１１内の表示部状態判定部１１ｄは、ヒンジ１８ｃに設けられたエンコ
ーダ等からヒンジ１８ｃ周りの回転角度に係る情報等を取得し、カメラ本体１０に対する
表示パネル１８の姿勢等の状態を判定する。信号処理制御部１１内のタッチ判定部１１ｅ
は、タッチパネル１８ｂから信号を取得して、タッチパネル１８ｂを介したユーザの指示
を取得する。
【００２８】
　信号処理制御部１１内の領域判定部１１ｆは、第１の記憶部１４ａからカメラ本体１０
の情報を取得し、接続機器判定部１１ｃからカメラ本体１０に接続されたレンズ２０やア
クセサリ４０の情報を取得し、また、表示部状態判定部１１ｄから表示パネルの姿勢等に
係る情報を取得する。領域判定部１１ｆは、取得したこれら情報に基づいて、表示部１８
ａの表示領域のうち、撮影者からみてレンズ２０やアクセサリ４０に隠されない有効表示
範囲を判定する。
【００２９】
　本実施形態に係るデジタルカメラ１の動作を説明する。このデジタルカメラ１の信号処
理制御部１１によって行われる処理の一例を図２に示されるフローチャートを参照して説
明する。ステップＳ１０１において信号処理制御部１１は、撮影モードであるか否かを判
定する。撮影モードであると判定されたとき、処理はステップＳ１０２に進む。ステップ
Ｓ１０２において信号処理制御部１１は、レンズ交換が行われたか否かを判定する。レン
ズ交換が行われたと判定されたとき、処理はステップＳ１０３に進む。ステップＳ１０３
において信号処理制御部１１は、レンズの情報を取得する等のレンズ通信を行う。その後
、処理はステップＳ１０４に進む。ステップＳ１０２において、レンズ交換が行われてい
ないと判定されたとき、処理はステップＳ１０４に進む。
【００３０】
　ステップＳ１０４において信号処理制御部１１は、撮像素子１２から画像信号を取得す
る。信号処理制御部１１は、この画像信号に基づいて、スルー画を作成する。また、信号
処理制御部１１は、表示部１８ａにスルー画を表示させる。ステップＳ１０５において信
号処理制御部１１は、アクセサリが接続されているか否かを判定する。アクセサリが接続
されていると判定されたとき、処理はステップＳ１０６に進む。ステップＳ１０６におい
て信号処理制御部１１は、接続されたアクセサリと通信を行い、アクセサリの情報を取得
する。その後、処理はステップＳ１０７に進む。ステップＳ１０５において、アクセサリ
が接続されていないと判定されたとき、処理はステップＳ１０７に進む。
【００３１】
　ステップＳ１０７において信号処理制御部１１は、例えばヒンジ１８ｃに設けられたエ
ンコーダから情報を取得し、表示パネル１８の角度が初期状態から変化しているか否かを
判定する。角度が初期状態から変化していないと判定されたとき、処理はステップＳ１３
０に進む。一方、角度が初期状態から変化していると判定されたとき、処理はステップＳ
１１０に進む。
【００３２】
　ステップＳ１１０において信号処理制御部１１は、取得した表示パネル１８の角度に基
づいて、撮影状態を取得する。ステップＳ１１１において信号処理制御部１１は、撮影状
態が自分撮りであるか否かを判定する。すなわち、表示パネル１８が１８０度上向きに回
転し、表示部１８ａが被写体の方に向いているリバースモニタの状態か否かを判定する。
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自分撮りであると判定されたとき、処理はステップＳ１１２に進む。ステップＳ１１２に
おいて信号処理制御部１１は、接続されたアクセサリのサイズを考慮して、撮像装置正面
から見た有効表示範囲を算出する。ここで、有効表示範囲とは、表示部１８ａの表示面の
うち、障害物に邪魔されずに撮影者によって視認できる表示領域である。ステップＳ１１
３において信号処理制御部１１は、表示部１８ａの有効表示範囲にスルー画を表示させる
。その後、処理はステップＳ１３０に進む。
【００３３】
　ステップＳ１１３における表示の概要について、図３を参照して説明する。カメラ本体
１０にレンズ２０とファインダ部３０とが装着されたデジタルカメラ１の外観の模式図を
図３（ａ）に示す。自分撮りをするために、表示パネル１８をリバースモニタの状態にし
た模式図を図３（ｂ）に示す。図３（ｂ）の状態では、表示部１８ａは、何にも隠される
ことなく、被写体である撮影者から表示領域の全面が見える状態である。そこで、この場
合、デジタルカメラ１は、表示部１８ａの表示面全面を有効表示範囲として、全面にスル
ー画１０１を表示させる。なお、表示パネル１８はリバースモニタの状態になっているの
で、表示パネル１８が通常の状態になっているときとは表示部１８ａへの表示が上下反転
している。
【００３４】
　一方、内臓ストロボ１３が用いられるため、内臓ストロボ１３がカメラ本体１０から突
出した状態の模式図を図３（ｃ）に示す。このとき、内臓ストロボ１３によって、表示部
１８ａの一部が隠されることになる。すなわち、有効表示範囲が減少する。そこで、この
場合、デジタルカメラ１は、表示部１８ａの内臓ストロボ１３が障害とならない有効表示
範囲にスルー画１０２を表示させる。
【００３５】
　また、アクセサリとして、外付けストロボ４１がカメラ本体１０に装着された状態の模
式図を図３（ｄ）に示す。このとき、外付けストロボ４１によって、表示部１８ａの多く
の部分が隠されることになる。すなわち、有効表示範囲が減少する。そこで、図３（ｄ）
の例では、デジタルカメラ１は、表示部１８ａの外付けストロボ４１が障害とならない有
効表示範囲にスルー画１０３を表示させる。この場合では、外付けストロボ４１の左右に
、有効表示部範囲が存在するので、外付けストロボ４１の左右にスルー画１０３が表示さ
れている。
【００３６】
　また、外形が大きなレンズ２０がカメラ本体１０に装着された状態の模式図を図３（ｅ
）に示す。このとき、レンズ２０によって、表示部１８ａの一部が隠されることになる。
すなわち、有効表示範囲が減少する。そこで、この場合、デジタルカメラ１は、表示部１
８ａのレンズ２０が障害とならない有効表示範囲にスルー画１０４を表示させる。
【００３７】
　なお、図３に示される例では、ファインダ部３０は、表示部１８ａの表示領域を遮らな
い。しかしながら、ファインダ部３０が装着されることで表示部１８ａの一部が隠される
場合も、上記の各例と同様に、有効表示範囲にスルー画が表示されることになる。
【００３８】
　図２に戻って説明を続ける。ステップＳ１１１において、自分撮りでないと判定された
とき、処理はステップＳ１１４に進む。ステップＳ１１４において信号処理制御部１１は
、撮影状態がローアングル撮影であるか否かを判定する。すなわち、表示パネル１８が例
えば９０度程度上向きに回転している状態か否かを判定する。ローアングル撮影であると
判定されたとき、処理はステップＳ１１５に進む。ステップＳ１１５において信号処理制
御部１１は、接続されたアクセサリのサイズを考慮して、撮像装置上から見た有効表示範
囲を算出する。ステップＳ１１６において信号処理制御部１１は、表示部１８ａの有効表
示範囲にスルー画を表示させる。その後、処理はステップＳ１３０に進む。
【００３９】
　ステップＳ１１６における表示の概要について、図４を参照して説明する。アクセサリ
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として、外付けストロボ４１がカメラ本体１０に装着された状態の模式図を図４に示す。
この例では、撮影者はデジタルカメラ１を自身の顔よりも下の位置に構えて、デジタルカ
メラ１を見下ろして撮影を行っている。このとき、外付けストロボ４１によって、表示部
１８ａの一部が隠されることになる。すなわち、有効表示範囲が減少する。そこで、この
場合、デジタルカメラ１は、表示部１８ａの外付けストロボ４１が障害とならない有効表
示範囲にスルー画を表示させる。
【００４０】
　図２に戻って説明を続ける。ステップＳ１１４において、ローアングル撮影でないと判
定されたとき、処理はステップＳ１１７に進む。ステップＳ１１７において信号処理制御
部１１は、撮影状態がハイアングル撮影であるか否かを判定する。すなわち、表示パネル
１８が例えば９０度程度下向きに回転している状態か否かを判定する。ハイアングル撮影
であると判定されたとき、処理はステップＳ１１８に進む。ステップＳ１１８において信
号処理制御部１１は、接続されたアクセサリのサイズを考慮して、撮像装置下から見た有
効表示範囲を算出する。ステップＳ１１９において信号処理制御部１１は、表示部１８ａ
の有効表示範囲にスルー画を表示させる。その後、処理はステップＳ１３０に進む。
【００４１】
　ステップＳ１１９における表示の概要について、図５を参照して説明する。アクセサリ
として、三脚４２がカメラ本体１０に装着された状態の模式図を図５に示す。この例では
、撮影者は三脚４２を使ってデジタルカメラ１を高く掲げて撮影を行っており、撮影者は
下からデジタルカメラ１を見上げている。このとき、三脚４２によって、表示部１８ａの
一部が隠されることになる。すなわち、有効表示範囲が減少する。そこで、この場合、デ
ジタルカメラ１は、表示部１８ａの三脚４２が障害とならない有効表示範囲にスルー画を
表示させる。
【００４２】
　図２に戻って説明を続ける。ステップＳ１１７において、ハイアングル撮影でないと判
定されたとき、処理はステップＳ１３０に進む。ステップＳ１３０において信号処理制御
部１１は、撮影操作が行われたか否かを判定する。すなわち、例えば操作部１６のレリー
ズボタンが押圧されたか否かを判定する。撮影操作が行われたとき、処理はステップＳ１
３１に進む。ステップＳ１３１において信号処理制御部１１は、撮影操作を行う。すなわ
ち、信号処理制御部１１は、撮像素子１２から画像信号を取得して、画像データを作成す
る。信号処理制御部１１は、作成した画像データを記録部１７に記録させる。その後、処
理はステップＳ１０１に戻る。ステップＳ１３０の判定において、撮影操作が行われてい
ないと判定されたとき、処理はステップＳ１０１に戻る。
【００４３】
　ステップＳ１０１において撮影モードでないと判定されたとき、処理はステップＳ１４
１に進む。ステップＳ１４１において信号処理制御部１１は、再生モードであるか否かを
判定する。再生モードであると判定されたとき、処理はステップＳ１４２に進む。ステッ
プＳ１４２において信号処理制御部１１は、画像を再生し、表示部１８ａに画像を表示さ
せる。ステップＳ１４３において信号処理制御部１１は、画像の変更が選択されたか否か
を判定する。変更が選択されたと判定されたとき、処理はステップＳ１４４に進む。ステ
ップＳ１４４において信号処理制御部１１は、表示画像を変更し他の画像を表示部１８ａ
に表示させる。その後、処理はステップＳ１０１に戻る。ステップＳ１４３において変更
が選択されていないと判定されたとき処理はステップＳ１０１に戻る。ステップＳ１４１
において再生モードが選択されていないと判定されたとき、処理はステップＳ１４５に進
む。ステップＳ１４５において信号処理制御部１１は、他の端末等と通信を行う。その後
処理はステップＳ１０１に戻る。なお、上記で説明した処理の順序は一例であり、処理可
能な範囲で順序は適宜変更されてもよい。
【００４４】
　ステップＳ１１２で行われる有効表示範囲の算出方法の一例について図６を参照して説
明する。この図は、表示パネル１８が１８０度上向きになっているときの正面図である。
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図６においては、分かり易さのため、表示部１８ａのうち表示領域のみを示している。図
６における上下左右方向を示しながら以下説明する。
【００４５】
　この例では、レンズ２０の光学中心Ｏ１に基準が設けられている。光学中心Ｏ１から表
示部１８ａの表示領域の上端までの高さ方向の距離をＨｃ１とする。光学中心Ｏ１からア
クセサリの接続中心Ｏ２までの高さ方向の距離をＨｃ２とする。表示部１８ａの表示領域
の高さをＨｃ３とする。アクセサリの高さをＨａ１とする。
【００４６】
　また、光学中心Ｏ１からアクセサリの接続中心Ｏ２までの横方向の距離をＷｃ１とする
。アクセサリの接続中心Ｏ２から表示部１８ａの表示領域の左端までの距離をＷｃ２とす
る。表示部１８ａの表示領域の幅をＷｃ３とする。アクセサリの中心からアクセサリの左
端までの距離をＷａ１とする。アクセサリの中心からアクセサリの右端までの距離をＷａ
２とする。
【００４７】
　ここで、距離Ｈｃ１，Ｈｃ２，Ｈｃ３，Ｗｃ１，Ｗｃ２，Ｗｃ３は、カメラ情報として
、カメラ本体１０の第１の記憶部１４ａに記憶されている。また、距離Ｈａ１，Ｗａ１，
Ｗａ２は、アクセサリ情報として、アクセサリ４０の記憶部４０ａに記憶されている。
【００４８】
　上記の値を用いると、例えば以下のように有効表示範囲が算出され得る。すなわち、表
示部１８ａの表示領域の左端からアクセサリの左端までの距離Ｘ１は、
　Ｘ１＝Ｗｃ２－Ｗａ１
によって算出される。また、表示部１８ａの表示領域の右端からアクセサリの右端までの
距離Ｘ２は、
　Ｘ２＝Ｗｃ３－Ｗｃ２－Ｗａ２
によって算出される。また、表示部１８ａの表示領域の上端からアクセサリの上端までの
距離Ｙ１は、
　Ｙ１＝Ｈｃ１－Ｈｃ２－Ｈａ１
によって算出される。
【００４９】
　このように、カメラ本体１０の第１の記憶部１４ａに記憶されているカメラ情報と、ア
クセサリ４０の記憶部４０ａに記憶されているアクセサリ情報とを用いると、有効表示範
囲の各部の寸法が算出され得る。このようにして算出された有効表示範囲に応じて、スル
ー画等が適切なサイズに調整されて表示される。
【００５０】
　自分撮りをする場合、被写体である撮影者の視線はできるだけレンズ２０に近い方がよ
い。そこで、スルー画は、例えば有効表示範囲内のうちできるだけレンズ近くに表示され
る。また、スルー画は、アスペクト比が維持されていることが好ましい。したがって、ス
ルー画は、例えば図３（ｃ）及び（ｄ）に示されるように表示される。
【００５１】
　なお、有効表示範囲に表示されるのは、全画角のスルー画に限らなくてよい。スルー画
の一部の拡大画像でもよい。また、例えば、視線をレンズに向けさせることを促すＯＳＤ
が表示されてもよい。表示の一例を図７に示す。この例では、表示領域の上方に、全画角
のスルー画１０５が表示されており、表示領域の右下に、このスルー画の顔の拡大画像１
０６が表示されている。さらに、表示領域の左下には、被写体の視線をレンズ２０に向か
わせるための矢印のＯＳＤが表示されている。このＯＳＤは、例えば撮影のタイミングと
同期するように移動してもよい。有効表示範囲には、ＯＳＤ表示のように、スルー画等に
限らず、種々の情報の表示が行われ得る。
【００５２】
　上述の説明では、アクセサリ情報として、高さと幅の情報しか示されていないが、ハイ
アングル撮影やローアングル撮影のように、表示パネル１８が９０度に傾けられる場合に
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は、アクセサリの奥行情報が必要になる。そのため、アクセサリ情報には、当該アクセサ
リの奥行情報も記憶されている。
【００５３】
　以上の通り、例えば図８に示されるように、カメラ内部メモリとして機能する第１の記
憶部１４ａには、次のようなカメラ情報１４０が記憶されている。表示パネル１８や表示
部１８ａの表示領域のサイズや位置に係る情報１４１が記憶されている。また、内臓スト
ロボ１３のサイズや位置に係る情報１４２が記録されている。また、有効表示範囲を変化
させる可能性がある突起部等の各部のサイズや位置に係る情報１４３が記録されている。
【００５４】
　一方、アクセサリにもアクセサリ情報４００が記憶されている。例えばストロボ４１の
場合、図８に示されるように、当該ストロボ４１のサイズの情報４０１やカメラ本体１０
との接続部の位置に係る情報４０２が記憶されている。また、ストロボ４１の発光特性や
ガイドナンバー等の性能情報４０３が記憶されている。
【００５５】
　ここまでの説明では、アクセサリとして外付けストロボ４１や三脚４２を例に挙げたが
、これに限らない。アクセサリは、例えば図９に示されるようなプロテクタ４３であって
もよい。プロテクタ４３は、カメラ本体１０及びレンズ２０を含むデジタルカメラ１全体
を覆う。ここで、プロテクタは、例えばデジタルカメラ１に耐水性を与えるための水中プ
ロテクタであったり、デジタルカメラ１に耐衝撃性を与える耐衝撃プロテクタであったり
する。この場合も同様に、アクセサリサイズに応じて表示部１８ａの有効表示範囲が算出
され、算出された有効表示範囲にスルー画が表示される。
【００５６】
　また、アクセサリとしては、上述のものの他、ＧＰＳ端末や、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）等によって通信を行うための無線通信機、外付けバッテリフォルダ
、外付けグリップ、ケーブルレリーズ、各種通信用のケーブル等、種々のものが考えられ
る。何れの場合にも、デジタルカメラ１は、アクセサリのサイズ情報等を取得できれば、
有効表示範囲を算出できる。
【００５７】
　上述の説明では、表示パネル１８は、上下に傾く場合を例に挙げ説明した。しかしなが
ら、これに限らない。例えば表示パネル１８は、カメラ本体１０の左右に開く機構を有し
ていてもよい。したがって、カメラ本体に装着されるアクセサリは、カメラ本体１０の上
下のみならず左右に装着される場合でも表示部１８ａの表示領域を隠すことがある。この
場合も、上記実施形態と同様に、有効表示範囲が算出され、その有効表示範囲に画像が表
示されるように処理が行われ得る。さらに、外部接続機器等と表示部１８ａとの関係に限
らず、カメラ本体１０の突起部など各部と表示部１８ａとの関係によっても、有効表示範
囲が算出され得る。
【００５８】
　なお、アクセサリのサイズ情報は、アクセサリに記憶されていてもよいし、カメラ本体
１０の第１の記憶部１４ａに各種アクセサリとそのサイズ情報を有するデータベースが記
憶されていてもよい。また、カメラ本体１０の外部に各種アクセサリとそのサイズ情報を
有するデータベースが記憶されており、カメラ本体１０は、ネットワーク等を介してこれ
ら情報を取得するものでもよい。
【００５９】
　このように、例えば撮像部２９は、被写体画像を取得する撮像部として機能する。例え
ば表示部１８ａは、前記被写体画像を表示する表示部として機能する。例えば領域判定部
１１ｆは、前記表示部と障害物との位置関係を取得し、前記表示部の表示領域のうち前記
障害物によって遮られない有効表示範囲を判定する領域判定部として機能する。例えば表
示制御部１１ｂは、前記有効表示範囲に前記被写体画像を表示させる表示制御部として機
能する。例えば接続機器判定部１１ｃは、前記外部接続機器の接続を判定する接続機器判
定部として機能する。例えば表示部状態判定部１１ｄは、前記表示部の位置又は姿勢を取
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得する表示部状態判定部として機能する。
【００６０】
　本実施形態によれば、レンズ２０や各種アクセサリや、カメラ本体１０の各部によって
表示部１８ａが隠されるとき、アクセサリ等によって隠されない有効表示範囲にスルー画
等が表示される。本実施形態によれば、撮影者は、アクセサリ等の装着の有無に関わらず
、例えばスルー画等の必要な画像を視認でき、不都合なく撮影を行うことができる。
【００６１】
　なお、有効表示領域以外の領域について、液晶ディスプレイのバックライトを消灯した
り、有機ＥＬディスプレイの表示を消したりしてもよい。表示を消すことで、消費電力の
低減が図られ得る。本実施形態に係る技術は、静止画を撮影するカメラのみならず、動画
を撮影するカメラ等、種々の撮像装置に適用され得る。
【００６２】
　本実施形態では、撮影モードにおいて各種アクセサリ等によって表示部１８ａが隠され
るとき、アクセサリ等によって隠されない有効表示範囲に画像が表示される例を示した。
しかしながら、撮影モードに限らず再生モードにおいても、同様にアクセサリ等によって
隠されない有効表示範囲に画像が表示されるようにしてもよい。この場合、例えば図２を
参照して説明した処理において、ステップＳ１０７乃至ステップＳ１１９と同様の処理が
、ステップＳ１４２において行われる。
【００６３】
　［第１の実施形態の変形例］
　第１の実施形態の変形例について説明する。ここでは、第１の実施形態との相違点につ
いて説明し、同一の部分については、同一の符号を付してその説明を省略する。第１の実
施形態では、表示パネル１８が傾いていないとき、すなわち、表示パネル１８が背面を向
いているときは、表示部１８ａがアクセサリ等に隠されることは想定されていない。これ
に対して本変形例では、表示パネル１８が背面を向いているときについても表示部１８ａ
がアクセサリに遮蔽されるか否かを判定する。このため、本変形例では、第１の実施形態
のステップＳ１０７でパネル角度が変化していないと判定されたとき、以下に説明する背
面判定処理を行う。
【００６４】
　背面判定処理の一例を示すフローチャートを図１０に示す。ステップＳ２０１において
信号処理制御部１１は、カメラ情報及びアクセサリ情報に基づいて、表示部１８ａの少な
くとも一部がアクセサリによって遮蔽されているか否かを判定する。表示部１８ａが遮蔽
されていないと判定されたとき、処理はステップＳ２０２に進む。
【００６５】
　ステップＳ２０２において信号処理制御部１１は、表示部１８ａに通常のスルー画表示
を行う。その後、処理はステップＳ１３０に進む。ステップＳ２０１の判定において、表
示部１８ａが遮蔽されていると判定されたとき、処理はステップＳ２０３に進む。ステッ
プＳ２０３において信号処理制御部１１は、ＥＶＦ等の接眼表示部３１を用いるか否かを
判定する。すなわち、例えば接眼表示部３１を含むファインダ部３０がカメラ本体１０に
装着されており、撮影者が接眼表示部３１を用いる意思を表明しているか否かを判定する
。接眼表示部３１が用いられるとき、処理はステップＳ２０４に進む。
【００６６】
　ステップＳ２０４において信号処理制御部１１は、ＥＶＦ等の接眼表示部３１がアクセ
サリ等によって遮蔽されているか否かを判定する。接眼表示部が遮蔽されていないと判定
されたとき、処理はステップＳ２０５に進む。ステップＳ２０５において信号処理制御部
１１は、接眼表示部３１に例えばスルー画を表示する。その後、処理はステップＳ１３０
に進む。
【００６７】
　ステップＳ２０３において、接眼表示部３１が使用されないと判定されたとき、処理は
ステップＳ２０６に進む。また、ステップＳ２０４において、接眼表示部３１が遮蔽され
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号処理制御部１１は、接続されたアクセサリのサイズを考慮して、撮像装置背面から見た
有効表示範囲を算出する。ステップＳ２０７において信号処理制御部１１は、表示部１８
ａの有効表示範囲にスルー画を表示させる。その後、処理はステップＳ１３０に進む。そ
の他の動作は、第１の実施形態と同様である。
【００６８】
　本実施形態によれば、表示パネル１８が傾けられておらず、背面を向いている場合にも
、アクセサリが接続されることによって表示部１８ａが視認されにくくなっているとき、
スルー画が接眼表示部３１に表示されたり、表示部１８ａの有効表示範囲に表示されたり
され、視認性が確保される。
【符号の説明】
【００６９】
　１…デジタルカメラ、１０…カメラ本体、１１…信号処理制御部、１１ａ…信号処理部
、１１ｂ…表示制御部、１１ｃ…接続機器判定部、１１ｄ…表示部状態判定部、１１ｅ…
タッチ判定部、１１ｆ…領域判定部、１２…撮像素子、１３…内臓ストロボ、１４ａ…第
１の記憶部、１４ｂ…第２の記憶部、１５ａ…レンズ通信部、１５ｂ…ファインダ通信部
、１６…操作部、１７…記録部、１８…表示パネル、１８ａ…表示部、１８ｂ…タッチパ
ネル、１８ｃ…ヒンジ、１９…アクセサリ通信部、２０…レンズ、２１…制御部、２２…
本体通信部、２３ａ…操作部、２３ｂ…操作部、２４ａ…駆動部、２４ｂ…駆動部、２４
ｃ…駆動部、２５ａ…位置検出部、２５ｂ…位置検出部、２５ｃ…位置検出部、２６…レ
ンズ光学系、２６ａ…ズーム部、２６ｂ…ピント部、２６ｃ…絞り部、２７…記憶部、２
９…撮像部、３０…ファインダ部、３１…接眼表示部、３２…本体通信部、３３…接眼セ
ンサ、４０…アクセサリ、４０ａ…記憶部、４１…ストロボ、４２…三脚、４３…プロテ
クタ、４９…記憶部。

【図１】 【図２】
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